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（出張旅費、宿泊費、日当等） 

【答】  

社員に支給する出張旅費、宿泊費、日当等のうち、その旅行に通常必要であると認められる

部分の金額については、課税仕入れに係る支払対価の額に該当するものとして取り扱われます。

この金額については、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます（消

法30⑦、消令49①一ニ、消規15の４二、基通11－６－４）。 

なお、帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる「その旅行に通常必要であると認められ

る部分」については、所得税基本通達９－３に基づき判定しますので、所得税が非課税となる

範囲内で、帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められることになります。 

また、この場合の帳簿の記載事項については、問110《帳簿のみの保存で仕入税額控除が認め

られる場合の帳簿への一定の記載事項》をご参照ください。 

【参考】 

○ 所得税基本通達９－３（非課税とされる旅費の範囲） 

法第９条第１項第４号の規定により非課税とされる金品は、同号に規定する旅行をした

者に対して使用者等からその旅行に必要な運賃、宿泊料、移転料等の支出に充てるものと

して支給される金品のうち、その旅行の目的、目的地、行路若しくは期間の長短、宿泊の

要否、旅行者の職務内容及び地位等からみて、その旅行に通常必要とされる費用の支出に

充てられると認められる範囲内の金品をいうのであるが、当該範囲内の金品に該当するか

どうかの判定に当たっては、次に掲げる事項を勘案するものとする。 

⑴ その支給額が、その支給をする使用者等の役員及び使用人の全てを通じて適正なバラ

ンスが保たれている基準によって計算されたものであるかどうか。 

⑵ その支給額が、その支給をする使用者等と同業種、同規模の他の使用者等が一般的に

支給している金額に照らして相当と認められるものであるかどうか。 

 

（通勤手当） 

【答】  

従業員等で通勤する者に支給する通勤手当のうち、通勤に通常必要と認められる部分の金額

については、課税仕入れに係る支払対価の額として取り扱われます。この金額については、一

定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます（消法30⑦、消令49①一ニ、

消規15の４三、基通11－６－５）。 

なお、帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる「通勤者につき通常必要と認められる部

分」については、通勤に通常必要と認められるものであればよく、所得税法施行令第20条の２

において規定される非課税とされる通勤手当の金額を超えているかどうかは問いません。 

問 107 社員に支給する国内の出張旅費、宿泊費、日当等については、社員は適格請求書発行事

業者ではないため、適格請求書の交付を受けることができませんが、仕入税額控除を行うこ

とはできないのですか。【令和５年 10 月改訂】 

問 108 社員に支給する通勤手当については、社員は適格請求書発行事業者ではないため、適格

請求書の交付を受けることができませんが、仕入税額控除を行うことはできないのですか。

【令和５年 10 月改訂】 
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また、この場合の帳簿の記載事項については、問110《帳簿のみの保存で仕入税額控除が認め

られる場合の帳簿への一定の記載事項》をご参照ください。 

 

４ 帳簿の保存 

 

（適格請求書等保存方式における帳簿に記載が必要な事項） 

【答】  

令和元年９月30日まで、仕入税額控除については、一定の帳簿及び請求書等の保存が要件と

されていました（請求書等保存方式）。 

また、令和元年10月１日から令和５年９月30日（適格請求書等保存方式の開始前）までの間

は、この仕入税額控除の要件について、請求書等保存方式を基本的に維持しつつ、軽減税率の

適用対象となる商品の仕入れかそれ以外の仕入れかの区分を明確にするための記載事項を追加

した帳簿及び請求書等の保存が要件とされていました（区分記載請求書等保存方式）。 

具体的には、請求書等保存方式において必要とされている記載事項に、次の事項が追加され

ています（28年改正法附則34②）。 

１ 帳簿 

 課税仕入れが他の者から受けた軽減対象資産の譲渡等に係るものである場合にはその旨 

２ 区分記載請求書等 

・ 課税資産の譲渡等が軽減対象資産の譲渡等である場合にはその旨 

・ 税率ごとに合計した課税資産の譲渡等の税込価額 

 

令和５年10月１日から開始された適格請求書等保存方式の下では、帳簿及び請求書等の保存

が要件とされているところ、保存すべき帳簿の記載事項については次のとおりであり、区分記

載請求書等保存方式の下での帳簿の記載事項と同様です（相手方の登録番号の記載は不要です。）。     

① 課税仕入れの相手方の氏名又は名称 

② 課税仕入れを行った年月日 

③ 課税仕入れに係る資産又は役務の内容（課税仕入れが他の者から受けた軽減対象課税

資産の譲渡等に係るものである場合には、資産の内容及び軽減対象課税資産の譲渡等に

係るものである旨） 

④ 課税仕入れに係る支払対価の額 

（参考） 取引先コード等による表示 

帳簿に記載する課税仕入れの相手方の氏名又は名称は、取引先コード等の記号・番

号等による表示で差し支えありません。 

また、課税仕入れに係る資産又は役務の内容についても、商品コード等の記号・番

号等による表示で差し支えありませんが、この場合、課税資産の譲渡等であるか、ま

た、軽減対象課税資産の譲渡等に係るものであるときは、軽減対象課税資産の譲渡等

に係るものであるかの判別が明らかとなるものである必要があります（基通 11－６－

１）。  

問 109 令和５年 10 月１日から、仕入税額控除の方式は、「適格請求書等保存方式」となりまし

たが、仕入税額控除の要件として保存が必要な帳簿の記載事項について教えてください。【令

和５年 10月改訂】 


